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まちの相談カレンダー

女性のための生き方なんで
も相談は、事前予約が必要
です。

【連絡先】
なんでも相談予約電話
☎ 0884-22-0361

【南阿波定住自立圏共生ビジョン】
女性支援パートナーシップ事業です

美波町社会福祉協議会事務
局は心配ごと相談を随時受
付しております。

【連絡先】
美波町社会福祉協議会
　　　　 / ☎ 77-0342
由岐支所 / ☎ 78-1792

【受付日】
月〜金 8:30 〜 17:00

（土・日・祝祭日は休み）

3 月 2 日 木 心配ごと相談 9:00 〜 12:00 保健ｾﾝﾀｰ ( 社協事務局 )

7 日 火 女性のための生き方な
んでも相談 13:00 〜 17:00 阿南市役所 5 階

8 日 水 行政相談 13:00 〜 15:00 由岐公民館

9 日 木 心配ごと相談、
行政相談、介護相談 9:00 〜 12:00 保健ｾﾝﾀｰ ( 会議室 )

10 日 金 女性のための生き方な
んでも相談 13:00 〜 16:00 阿南市役所 5 階

14 日 火
人権相談 10:00 〜 12:00 日和佐公民館

女性のための生き方な
んでも相談 13:00 〜 16:00 阿南市役所 5 階

16 日 木 心配ごと相談 9:00 〜 12:00 日和佐隣保館

18 日 土 女性のための生き方な
んでも相談 13:00 〜 15:00 オンライン対応

23 日 木 心配ごと相談 9:00 〜 12:00 保健ｾﾝﾀｰ ( 社協事務局 )

24 日 金 女性のための生き方な
んでも相談 13:00 〜 16:00 阿南市役所 5 階

28 日 火 女性のための生き方な
んでも相談 13:00 〜 16:00 阿南市役所 5 階

30 日 木 心配ごと相談 9:00 〜 12:00 保健ｾﾝﾀｰ ( 社協事務局 )

町営住宅の入居者募集募

　町営住宅の入居者を募集します。詳しくは、役場住民生活課までお問い合わせください。

●募集期間：令和５年２月 10 日（金）〜令和５年３月 31 日（金）
●募集住宅：櫛ヶ谷住宅　１戸（1 号棟 404 号）
　　　　　　　場所：美波町奥河内字櫛ケ谷 237 番地 13
　　　　　　　構造：鉄筋コンクリート造 5 階建（3DK　53.08㎡）
●家賃額　：入居者の収入に基づき算定される額
●申込資格：１）同居する親族（内縁関係にある方および婚約者を含む）がいること。

　　　　　　　※ 60 歳以上の方、障害者（障害者手帳を持っている方）等は、単身でも申込みできます。
２）収入が法令で定められた基準内であること。

　　　　　　　　一般階層：所得月額 158,000 円以下／裁量階層：所得月額 214,000 円以下
　　　　　　　　※所得月額：（年間所得金額－諸控除額）÷12 ／※裁量階層：高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯

３）現に住宅に困窮していること。
４）現に町内に住所又は勤務場所を有し、税金等を滞納していないこと。
５）申込者及び同居する親族が暴力団員でないこと。

●申込方法：町営住宅入居申込書及び添付書類を美波町役場住民生活課または由岐支所へ提出
※町営住宅入居申込書および添付書類の一部は、役場住民生活課および由岐支所にありますが、役所で取得いただく添付書類

等がありますので、事前にお問い合わせください。

●選考方法：入居者選考委員会で選考します。
●入居時期：入居決定から約 1ヶ月

美波町教育委員会☎ 77-3620

2 月定例教育委員会の日程

●日時：2 月 22 日（水）9:30 〜
●場所：日和佐公民館 3 階会議室

i ゴミの出し方についてi

　最近ゴミの出し方を間違えている事案が散見されま
す。ゴミ収集カレンダーか美波町ホームページでご確
認のうえ、正しく分別して出していただくよう、よろしく
お願いいたします。可燃ゴミ、不燃ゴミの収集場所に
資源ゴミ（ペットボトル・空き缶など）を出しても収集
されません。必ず分別して出していただくよう、ご協力
をお願いいたします。ご不明な点は住民生活課までお
問い合わせください。

●可燃ゴミ……………毎週２回決められた曜日
●不燃（粗大ゴミ）…月２回決められた曜日
●資源ゴミ……………毎月１回決められた水曜日に各

地区の決められた場所

安心カードをお持ちですか？i

　65 歳以上の申請いただい
た方に、無料でお渡ししてい
ます。安心カードの申請は、
福祉課・由岐支所・阿部出
張所・地域包括支援センター
で受付しています。
※申請書に、氏名・住所などを記入して頂くと、すぐにお渡し

できます。印鑑は必要ありません。

●安心カードとは？
　具合が悪くなって救急車を呼んだ時など…もしもの
時に安全と安心を確保するため、医療機関などの本人
情報を記入して専用容器に保管しておきます。ハートの
シールを使って安心カードを確認して活用します。病院
や親戚などの緊急連絡先といち早く連絡を取ることが
でき、協力が得られます。

地域包括支援センター☎ 77-1171

第５回 美波町門前町アート展  
出展作品募集

　「美波町門前町アート展」を 3 年ぶりに開催いたしま
す。つきましては、作品を募集いたします。あなたの作
品をかざってみませんか？美波町に縁のある方（友人・
知人・親戚の方、美波町のファンなど）だったら「誰で
も OK」。多数の作品をお待ちしています。詳細につい
ては、日和佐公民館までお問い合わせください。

●募集期間：３月 17 日（金）まで
●出展料　：無料
●申込方法：氏名、住所、電話、作品内容、出展数を

日和佐公民館までご連絡ください。
●開催日　：令和５年５月３日（水）〜５月６日（土）※予定
●展示場所：藍庵、門前町再生オフィス、旧「八嶋電

機」、旧「桜屋」、at Teramae、祖川時
計店、日和佐公民館など…　※予定

●主催　　：美波町・門前町アート展実行委員会

募
日和佐公民館☎ 77-0028　FAX 77-1116

役場住民生活課☎ 77-3613 役場住民生活課住宅係☎ 77-3613 ／由岐支所☎ 78-1111

募 美波町特別支援連携協議会
保護者委員の募集

　美波町では、特別な支援の必要な乳幼児・児童・生
徒及びその保護者に対する支援体制の整備促進のため
に特別支援連携協議会を設置しています。医療・保健・
福祉・労働・心理・教育等のそれぞれの機関の委員や
保護者委員が連携をもち、現在だけでなく就労や自立
にむけた支援のあり方について話し合います。つきま
しては、保護者委員を１名募集します。
　美波町在住の方で特別支援教育に関心
のある方は、３月 31 日までに美波町教
育委員会へご連絡ください。任期は１年

（４月１日から３月 31 日）です。

●特別支援連携協議会の活動とは？　
　協議会では次のようなことについて取り組んでいます。

▲

令和 4 年度活動内容
 　令和 4 年度も、各関係機関が子ども達への切れ目
のない自立へ向けての支援を行っていけるように話合
いを行いました。その中で、美波っ子ファイルの利用
や各関係機関の取り組みについての情報交換を行い
ました。

▲

全体会
 　町内各こども園や各学校等での特別支援教育につい
て及び特別支援体制の推進や整備に関することについ
て連携を図るための話合いを行います。（年２回程度）

▲

支援ケース会
 　必要に応じて開かれます。特別な支援が必要なお
子さんについて、関係機関に相談することができ、
支援に関する対応を考えたり、長期的な視点にたっ
ての助言をもらったりすることができます。

美波町教育委員会☎ 77-3620


